
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

４１０円 ４４２円 ４７７円 ５０９円 ５４５円

４２６円 ４８８円 ５５３円 ６１６円 ６８０円

５４０円 ６２８円 ７１４円 ８２５円 ９３５円

６１４円 ７１３円 ８１１円 ９３７円 １０６３円

６９１円 ８２０円 ９４６円 １０９６円 １２４４円

７９４円 ９４４円 １０８９円 １２６２円 １４３２円

８４６円 １００３円 １１６１円 １３４９円 １５３１円

金　額 加算単位

※

所定単位数の１
００分の１に相
当する単位数を

減算

※

所定単位数の１
００分の３に相
当する単位数を

減算

５６円

１１１円

基本利用料（保険給付の一割負担分・食費）１日あたり

通所リハビリテーション利用料一覧表

内容の説明費　目

計9時間以上10時間未満

費　　　目

食　　費 ７２３円

１日

1時間以上2時間
未満

6時間以上7時間
未満

7時間以上8時間
未満

通所リハビリ
テーション費

加算利用料（保険給付の一割負担分）

計8時間以上9時間未満
7時間以上8時間未満の通所リハビリテーションの前後に日常生活
上のお世話を行った場合

3時間以上4時間
未満

4時間以上5時間
未満

2時間以上3時間
未満

5時間以上6時間
未満

高齢者虐待防止措置未実施減算
▼

業務継続計画未策定減算▼

虐待の発生又はその再発を防止するための以下の
措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テ
レビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催する
とともに、その結果について、従業者に周知徹底
を図ること
・虐待の防止のための指針を整備すること
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期
的に実施すること
・上記措置を適切に実施するための担当者を置く
こと

以下の基準に適合していない場合（新設）
・感染症や非常災害の発生時において、利用者に
対するサービスの提供を継続的に実施するため
の、及び非常時 の体制で早期の業務再開を図る
ための計画（業務継続計画）を策定すること
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるこ
と
※令和７年３月３１日までの間、感染症の予防及
びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害
に関する具体的計画の策定を行っている場合に
は、減算を適用しない

時間延長時の加算

様 式 １４－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 R6-6
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３４円 １日

１４円

１８円

２３円

２７円

３１円

４５円 １回

６７円 １回

６２２円
１月（６月以

内）

２６７円 １月（６月超）

６５９円
１月（６月以

内）

３０３円 １月（６月超）

リハビリテーションマネジメン
ト加算（ロ）

（イ）の要件に適合し、利用者毎のリハビリテーション計画書等
の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提
供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有
効な実施のために必要な情報を活用していること

入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴
介助を行った場合

入浴介助加算Ⅰ

別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、通所リハビリテーショ
ン計画に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを
行った場合

３時間以上４時間未満

６時間以上７時間未満

４時間以上５時間未満 １日

７時間以上

配置基準を超えて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を専
従かつ常勤で２名以上配置している場合（1時間以上2時間未満の
通所リハビリテーションのみ）

理学療法士等体制強化加算

リハビリテーション
提供体制加算

５時間以上６時間未満

入浴介助加算Ⅱ

・医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援
専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができ
る福祉用具専門相談員、地域包括支援センターの職員その他住宅
改修に関する専門的知識及び経験を有する者（以下「医師等」と
いう。）が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の
動作及び浴 室の環境を評価していること。この際、当該居宅の
浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うこと
が難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門
員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅
改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等
による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の
下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用し
て把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏ま
え、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとす
る。
・当該事業所の理学療法士等が、医師等との連携の下で、利用者
の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室 の環境等を踏ま
えた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に
相当する内容を通所リハビリテーション計画に記載することを
もって個別の入浴計画の作成に代えることができる。

リハビリテーションマネジメン
ト加算（イ）

※リハビリテーション計画について、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士がご利用者またはそのご家族に説明を行い、同意を得
て、その内容等を医師に報告すること
（1）リハビリテーションの内容や目標を、リハビリテーション
事業所の職員、その他関係者と共有するためのリハビリテーショ
ン会議を行い、内容の記録を行うこと。（医師への共有はテレビ
電話でも可）
（2）利用開始月から6ヵ月以内は１ヵ月に１回、6ヵ月を超えた
場合は3ヵ月に１回のリハビリテーション会議を開催し、計画を
適宜見直していること
（3）理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、ケアマネジャー
に対して、リハの観点から有する能力、自立のための支援方法、
日常生活の留意点等の情報を提供すること
（4）理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、ご利用者の自宅
等を訪問し、ご利用者が利用する他の介護サービスの職員または
ご家族に対して、リハの観点から日常生活の留意点、介護のアド
バイス等を行うこと
（5）医師から理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に対して、
リハの目的とリハ実施に伴う指示があること（開始前・リハ中の
注意点、リハ中止の基準、ご利用者にかかる負荷）
以上に関し、記録を残すこと
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８８１円
１月（６月以

内）

５２５円 １月（６月超）

３００円 １月

１２３円 １日

２６７円
1日（週に2日を

限度）

２１３２円 1月

１３８８円
１月（６月以

内）

６７円 １日

５６円 １月

２２２円
１回（月２回を

限度）

若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症（64歳以下の初老期における認知症）利用者ごとに
個別の担当者を定め、当該利用者の特性やニーズに応じたサービ
ス提供を行った場合

専門的な研修を終了した医師に生活機能の改善が見込まれると判
断された認知症の方が、退院（所）日又は通所開始日の属する月
から起算して３月以内に、1月に４回以上の個別リハビリテー
ションを集中的に行なった場合

栄養改善加算
低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる方等に対
し、栄養ケア計画に基づき、栄養改善サービスを提供した場合
（必要に応じ居宅を訪問）　※３月以内の期間に限る

リハビリテーションマネジメン
ト加算（ハ）

・リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の要件を満たしてい
ること。
・事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を
１名以上配置していること。
・利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔ア
セスメントを行っていること。
・利用者ごとに、言語聴覚士、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護
職員がその他の職種の者と共同して口腔の健康状態を評価し、当
該利
用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っている
こと。
・利用者ごとに、関係職種が、通所リハビリテーション計画の内
容の情報等や、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者
の栄
養状態に関する情報を相互に共有すること。
・共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション
計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種に対して情報提供し
てい
ること。リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族
に対して説明し、利用者の同意を得た場合

退院（所）日又は認定日から起算して３月以内に１週につきおお
むね２日以上、１日当たり４０分以上の個別リハビリテーション
を集中的に行なった場合

短期集中個別リハビリテーショ
ン実施加算

認知症短期集中リハビリテー
ション実施加算（Ⅰ）

認知症短期集中リハビリテー
ション実施加算（Ⅱ）

医師に生活機能の改善が見込まれると判断された認知症の方が、
退院（所）日又は通所開始日の属する月から起算して３月以内
に、１週間に２日を限度として、２０分以上の個別リハビリテー
ションを集中的に行なった場合

生活行為向上リハビリテーショ
ン実施加算

生活行為の内容の充実を図るための目標を踏まえたリハビリ計画
をあらかじめ定めた上で、計画的に、活動するための機能の向上
を支援し、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士
又は言語聴覚士が当該利用者の居宅を訪問し生活行為に関する評
価をおおむね１月に１回以上実施した場合

栄養アセスメント加算

管理栄養士を１名以上配置し、 利用者ごとに、管理栄養士、看
護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養
アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結
果を説明し、相談等に必要に応じ対応している場合

※リハマネ加算を算定した利用
者に対して医師が利用者又は家

族に説明した場合

リハマネ加算を算定した利用者に対して医師が利用者又は家族に
説明した場合
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２３円
１回（６月に１

回を限度）

６円
１回（６月に１

回を限度）

１６７円
１回（月２回を

限度）

１７２円
１回（月２回を

限度）

１７８円
１回（月２回を

限度）

１１１円 １日

２３円 １日

４５円 １月

▲５３円 片道

６６６円 1回限り

１４円 １日

２５円 1回

２０円 1回

７円 1回

※ １月

要介護３～５に該当する方に対し、計画的な手厚い医学的管理の
もと、指定通所リハビリテーションを行った場合

中重度者ケア体制加算
中重度（要介護３～５）の要介護者を受け入れる体制を構築し、
指定通所リハビリテーションを行った場合

口腔機能向上加算（Ⅰ）

口腔機能が低下している又はその恐れのある利用者に対し、サー
ビス担当者が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成し、計画
に基づく適切な口腔機能向上サービスの提供、定期的な評価、計
画の見直し等の一連のプロセスを行うこと。　　　　　　※３月
以内の期間に限る

重度療養管理加算

口腔・栄養スクリーニング加算
（Ⅱ）

利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合
に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情
報を利用者を担当する介護支援専門員に提供している場合（※栄
養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定
しており加算（Ⅰ）を算定できない場合にのみ算定可能）

口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ
厚生労働省が定める基準に適合する場合
※３月以内の期間に限る

口腔機能向上加算（Ⅱ）イ

口腔機能向上加算（Ⅰ）の取組に加え、口腔機能改善管理指導計
画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施
にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施
のために必要な情報を活用している場合
※３月以内の期間に限る

厚生労働大臣基準の全てに適合した場合
※所定単位数×７５/１０００

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上の場
合

サービス提供体制強化加算
（Ⅱ）

サービス提供体制強化加算
（Ⅲ）

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄
養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支
援専門員に提供している場合

口腔・栄養スクリーニング加算
（Ⅰ）

利用者に対して、その居宅と指定通所リハビリテーション事業所
との間の送迎を行わない場合

送迎減算

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上もし
くは利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める勤続7
年以上介護福祉士30％以上の場合

移行支援加算 リハビリテーションを行い、利用者の社会参加等を支援した場合

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が70%以上もし
くは利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める勤続10
年以上介護福祉士25％以上の場合

サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）

退院時共同指導加算
医療機関からの退院後に介護保険のリハビリテーションを行う
際、リハビリテーション事業所の理学療法士等が、医療機関の退
院前カンファレンスに参加し、共同指導を行った場合

科学的介護推進体制加算
利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その
他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に
提出している場合
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※ １月

※ １月

※ １月

ご希望により工作等を行った場合の材料費の実費

キャンセル料

厚生労働大臣基準の全てに適合した場合
※所定単位数×７１/１０００

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

※厚生労働大臣が定める基準に適合し、都道府県知事に届け出た場合、いずれかの料金が加算されます。

●上記金額は、実際の精算時には端数処理により若干の金額の違いが生じることがあります。

その他の日常生活費及び特別なサービスの利用料

厚生労働大臣基準の全てに適合した場合
※所定単位数×５４/１０００

厚生労働大臣基準の全てに適合した場合
※所定単位数×４４/１０００

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

２９５円/１日

紙パンツ代 １８３円 利用者の希望で提供した場合（持参の場合は無料）

パッド代 ５１円 利用者の希望で提供した場合（持参の場合は無料）

金　額

実費

Ａ２０４円/回

Ｂ１５２円/回

Ｃ  ５１円/回

内容の説明

楽しみながらリハビリテーションにつながる余暇クラブ活動にご
参加いただいた場合

項　目

教養娯楽費

余暇クラブ費

内容の説明

利用当日の深夜０時よりキャンセル料が発生致します。サービス利用日の当日

スープ

介護用品代等

その他の費用

時　期 キャンセル料

食費７２３円

ご希望された場合、所定の時間帯にお飲みいただけます。

施設売店にてお買い上げ頂いた場合

必要に応じて文書の発行を行った場合等

１５２円/１杯

実費

実費

嗜好品 実費 乳製品等

フリードリンクサービス
事前にご希望された場合、コーヒー・紅茶等を所定の時間帯にお
飲みいただけます。
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